
   綾瀬市在日外国人高齢者・障害者等福祉給付金支給要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、在日外国人の高齢者・障害者等に福祉給付金を支給し、福祉の

向上を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

  (1) 被措置者 身体障害者福祉法（昭和２４年法律２８３号）第１８条第４項第３

号、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１６条第１項第２号若しく

は第３号又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号若

しくは同条第２項の規定により施設等に入所措置されている者 

  (2) 公的年金 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第３条第２項に規定

する公的年金給付（厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭和４８年法律第

９２号）附則第２１条に規定する老齢特別給付金を除く。） 

  (3) 重度の障害者 身体障害者福祉法第１５条第４項に規定する身体障害者手帳で

身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に掲げる

級別が１級又は２級に該当する者、療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚

生省事務次官通知）に基づく療育手帳の障害の程度が重度（Ａ１又はＡ２）に該

当する者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）第４５条第２項に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項に定める

級別が１級に該当する者、その他市長がこれらと同程度の身体又は精神の障害を

有すると認めた者 

  (4) 中度の障害者 前号の身体障害者手帳の級別が３級に該当する者、療育手帳の

障害の程度が中度（Ｂ１）に該当する者、精神障害者保健福祉手帳の級別が２級

に該当する者、その他市長がこれらと同程度の身体又は精神の障害を有すると認

めた者 

  (5) 初診日 障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受

けた日 

 （支給対象者）   



第３条 福祉給付金の支給対象者は、昭和６１年３月３１日以前に日本国内に居住し、

本市に住民登録（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づく住民基本台

帳への記載をいう。以下同じ。）をしている者又は本市の被措置者のうち、公的年

金の受給要件を制度上満たすことができないもので次の各号のいずれかに該当する

ものとする。 

  (1) 大正１５年４月１日以前に生まれた在日外国人 

 (2) 明治４４年４月２日から大正１５年４月１日までの間に生まれた者のうち、昭

和３６年４月２日以降に国外から日本国内に住民基本台帳法第２２条第１項の規

定に基づく届出をしたもの 

 (3) 昭和３７年１月１日以前に生まれた重度又は中度の障害者のうち、昭和５７年

１月１日以前に重度若しくは中度の障害者であった在日外国人又は同日以降重度

若しくは中度の障害者となったがその初診日が同日前の在日外国人 

 (4) 昭和２２年１月１日以前に生まれた者のうち、昭和５７年１月１日から昭和６

１年３月３１日までの間に重度若しくは中度の障害者となった在日外国人又は昭

和６１年４月１日以降重度若しくは中度の障害者となったがその初診日が同日前

の在日外国人（第３号に該当する者を除く。） 

 (5) 初診日が昭和３６年４月１日から昭和６１年３月３１日までの間にあり、当該

初診日に日本国内に住所を有しなかった重度又は中度の障害者である日本人 

２ 前項の規定は、昭和３６年４月２日以降に日本国籍を取得した者に準用する。た

だし、同項第５号の規定は、初診日において日本国籍を取得していない者について

は準用しない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、本市において住民登録を行った日から１年を経過し

ていない者は、支給対象者としない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、綾瀬市暴力団排除条例（平成２３年条例第９号）第

２条第４号に掲げる暴力団員等に該当する者は､支給対象者としない。 

 （申請） 

第４条 福祉給付金の支給を受けようとする者は、福祉給付金支給申請書（第１号様

式。以下「支給申請書」という。）に必要書類を添付して市長に申請しなければな

らない。 

 （支給決定等の通知） 

第５条 市長は、支給申請書の提出を受けた時はこれを速やかに審査し、福祉給付金



支給審査結果通知書（第２号様式）により福祉給付金の支給の決定又は不支給の決

定を申請者に通知するものとする。 

 （給付金の額） 

第６条 福祉給付金の額は、次の各号に掲げる額とする。 

 (1) 第３条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する者（次号又は第３号に該

当する者を除く。） 月額２０，０００円 

 (2) 第３条第１項第３号から第５号までのいずれかに該当する者のうち重度の障害

者 月額 ３８，０００円 

 (3) 第３条第１項第３号から第５号までのいずれかに該当する者のうち中度の障害

者 月額 ２６，０００円 

 （支給期間等） 

第７条 福祉給付金は、第５条の規定により支給決定した日の属する月分から、次条

及び第９条の規定に該当する日の属する月分までを支給する。  

２ 福祉給付金は、支給決定の後に、毎年度半期分ごとに支給するものとする。 

３ 福祉給付金は、口座振替により支給する。 

 （支給停止） 

第８条 支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める期間

の月分の福祉給付金の支給を停止する。 

  (1) 第３条第１項第１号及び第２号に規定する支給対象者の前年の所得が国民年金

法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和６１年政令

第５４号）第５２条の規定により読み替えられた同条の表第６条の４第１項の項

に定める額を超えるとき又は第３条第１項第３号から第５号までに規定する支給

対象者の前年の所得（同条第２項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。

）が国民年金法施行令（昭和３４年政令第１８４号）第５条の４に定める額を超

えるときは、その年の８月から翌年７月までの期間 

 (2) 公的年金の受給権者となったときは、その期間  

 (3) 他の自治体から第１条に掲げる目的と同様の趣旨で支給される手当、給付金等

を受けているときは、その期間 

 (4) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けているときは、そ

の期間 

 (5) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の４に規定する養護老人ホ



ーム又は同法第２０条の５に規定する特別養護老人ホームに入所措置されている

ときは、その期間 

２ 前項第１号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令第

６条及び第６条の２の規定を準用する。 

３ 市長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉給付金の支給

を停止する。  

  (1) 正当な理由がなく第１７条に規定する届出をしないとき 

  (2) 第１８条の規定に違反したとき 

 （資格の喪失） 

第９条 支給対象者が次の各号に該当した場合は、福祉給付金の受給資格を失う。 

 (1) 死亡したとき。 

  (2) 市外に転出したとき。 

  (3) 綾瀬市暴力団排除条例第２条第４号に掲げる暴力団員等に該当することが判明

したとき。 

(4) 詐欺その他不正の行為により福祉給付金を受け、又は受けようとしたとき。 

  （支給停止等の通知） 

第１０条 市長は、第８条の規定により福祉給付金の支給を停止するとき又は第９条

の規定により受給資格を喪失したときは、福祉給付金支給停止（廃止）通知書（第

３号様式）により支給対象者若しくはその家族に通知するものとする。 

 （停止解除の申出） 

第１１条 支給対象者は、第８条第１項及び第３項各号に規定する事由に該当しなく

なった場合は、福祉給付金支給停止解除申出書（第４号様式）により福祉給付金の

 支給停止の解除を市長に申し出ることができる。 

 （停止解除の通知） 

第１２条 市長は、前条に規定する申出を受けた場合はこれを速やかに確認し、福祉

給付金の支給停止の解除の決定又は非解除の決定を、福祉給付金の支給停止の解除

について（第５号様式）により支給対象者に通知するものとする。 

２ 第７条の規定は、前項の規定により支給停止解除の決定を受けた者の福祉給付金

の支給について準用する。この場合において「申請を行った日」とあるのは「支給

解除の決定をした日」と読み替えるものとする。 

 （差額の支給） 



第１３条 第８条第１項第２号及び第３号の規定にかかわらず、第３条第１項第３号

から第５号までに規定する支給対象者が現に受給する公的年金の額が第６条第２号

又は第３号に規定する福祉給付金の額に達しない場合は、その差額が確定した後に

当該差額を福祉給付金として支給する。 

 （未支給金の請求） 

第１４条 支給対象者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき福祉給

付金で当該対象者に支給していないもの（以下「未支給金」という。）があるとき

は、その者の配偶者、子、孫、曾孫、父母、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者

の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で未支給金を請求する

ことができる。 

２ 未支給金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とする。 

３ 未支給金を受けるべき同順位者が二人以上いるときは、その一人が行った請求は、

全員のためその金額について行ったものとみなし、その一人に対して行った支払い

は、全員に対して行ったものとみなす。 

４ 未支給金の支給を受けようとする者は、福祉給付金未支給金請求書（第６号様式。

以下「未支給金請求書」という。）に必要書類を添付して速やかに市長に提出しな

ければならない。 

 （未支給金の支給決定等の通知） 

第１５条 市長は、未支給金請求書の提出を受けた場合はこれを速やかに審査し、福

祉給付金未支給金請求書審査結果通知（第７号様式）により未支給金の支給の決定

又は不支給の決定を請求者に通知するものとする。 

 （未支給金の支給） 

第１６条 未支給金の支給は、前条の規定による通知を行った日の翌日から起算して

３０日以内に行うものとする。 

２ 第７条第３項の規定は、前項の規定による未支給金の支給に準用する。 

 （届出） 

第１７条 支給対象者は、毎年７月１日から７月３１日までの間に、福祉給付金現況

届（第８号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 支給対象者は、現況に変更があった場合には、速やかに福祉給付金変更届（第９

号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （譲渡等の禁止） 



第１８条 福祉給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

（返還）  

第１９条 市長は､福祉給付金の支給後､支給対象者が第８条第１項、同条第３項、第

９条第３号又は同条第４号のいずれかに該当していることを確認した場合は、福祉

給付金を受給した者に対して支給済みの福祉給付金の一部又は全部の返還を請求す

ることができる。 

 （委任） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、福祉給付金の支給に関し必要な事項は市長

が別に定める。  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。ただし、第１７条第１項の規定

については、平成１１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱施行の日から平成１１年３月３１日までに行われた第４条の規定による

申請は、平成１０年４月１日に行われたものとみなし第７条第１項の規定を適用す

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお、当分の間、必要な調整をして使

用することができる。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２４年７月９日から施行する。 

 

 



第１号様式（第４条関係）             

福  祉  給  付  金  支  給  申  請  書 

                              年  月  日 

 （あて先）綾瀬市長                                          

                           申請者 住  所 綾瀬市 

                                  電話番号 

                                  （ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ) 

                                  氏  名                          ◯印  

                                  生年月日        年     月    日生  

  次のとおり、福祉給付金の支給を申請します。なお、福祉給付金の支給について、

届出事項確認のため、市民税・県民税課税台帳、住民基本台帳、被保護者台帳を職権

で調査されることに同意します。 

 公的年金 

 受給の有無 

 有 

 無 

 有の場合は記入  公的年金の名称（           ） 

           受    給    額（年額        円） 

 老人ホーム 

 入所の有無 

 有 

 無 

 有の場合は記入  老人ホームの名称 

           (                                   ） 

 生活保護費受給の有無        有          無 

 添付書類 

  □ 住民票の写し 

  □ 前年の所得額を証明する書類（確定申告の写し、源泉徴収票等） 

  □ 公的年金を受給している場合は､年金受給額がわかる書類を添付してください。

           （年金振込通知書、年金額改定通知書等） 

  □ その他（                                                           ) 

 ※ 太枠内のみ記入してください。   

 ※ 障害者の方は裏面にも記入してください。                             

   起 案     ・  ・   

 処理欄   決 裁      ・    ・ 

    次のとおり決定してよいでしょうか。    処理済     ・    ・ 

   決    裁    欄  担  当 

  □ 福祉給付金を支給する。 

  □ 福祉給付金を支給しない。 

    （理由                        ） 

 

 

 

    

     

 



（障害者の方のみ記入してください。） 

１ 障害基礎年金等を受給できない理由について該当のものをチェックしてください。 

 

 □ 昭和５７年（１９８２年）１月１日以前に２０歳に達しかつ障害者であった 

  □ 昭和５７年（１９８２年）１月１日以前に３５歳に達しており、昭和６１年 

  （１９８６年）３月３１日までの間に障害者となった 

  □ 昭和６１年（１９８６年）３月３１日以前の海外在住中に障害者となった 

 

２ 障害者の状況について記入してください。 

 

  障 害 者 手 帳 

 □ 身体障害者手帳（  級） □ 療育手帳（  級） 

  □ 保健福祉手帳 （  級） 

 交付団体名            第       号 

  最初に交付を受けた日       年   月   日 

 障害原因の初診日                            年   月   日 

３ 公的年金の状況について記入してください 

 

  □ 加入している（   年   月   日から） 

                年金  記号番号 

  □ 加入していない 

 

 



第２号様式（第５条関係） 

                     福祉給付金支給審査結果通知書 

                                                          年  月  日 

                                    様 

                                              綾瀬市長         □印  

 

   年  月  日付けで申請のありました福祉給付金支給について審査した結果、 

 次のとおり決定しましたので通知します。 

  決 定 内 容         □ 福祉給付金を支給します。□ 福祉給付金を支給しません。 

支 給 対 象 者        

  決定番号   高 ・ 障 － 

  住  所   綾瀬市 

 

 
  氏    名 

 

 

 支給開始年月日                         年      月分から支給 

 支    給    額               １か月             円 

  支給しない理由 

 

 

 

  備 考  

   １ 支給されることになった方は、同封の請求書及び口座振込依頼書（各２通） 

   を必ず提出してください。    

    ２ 福祉給付金は、年２回（９月と３月）に分けてあなたの口座に振り込みとな 

   ります。  



第３号様式（第１０条関係） 

                      福祉給付金支給停止（廃止）通知書 

                                                          年  月  日 

                                  様 

                                                       

                                            綾瀬市長         □印  

 

  次のとおり、福祉給付金の支給を停止（廃止）しますので通知します。 

  氏      名 
 

 決 定 番 号   高・障－ 

  支給停止期間  （  年  月から  年  月まで）      

 支給停止理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  支給停止理由に該当しなくなったときは福祉給付金の支給が再開されますので、 

 御連絡ください。 

 支給廃止理由 

         

 

 

  支 給 廃 止 月              年   月で廃止になります。         

 



第４号様式（第１１条関係） 

                        福祉給付金支給停止解除申出書                       

                              年  月  日 

 （あて先）綾瀬市長 

                                申請者 住所 綾瀬市 

                                    氏名              ◯印  

 

  次のとおり現況に変更がありましたので、福祉給付金支給停止の解除を申し出ます。 

  決 定 番 号  高 ・ 障 － 

  変 更 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 太枠内のみ記入してください。 

 ※ 変更内容はできるだけ具体的に書いて下さい。 

 

 

 処理欄 

    次のとおり決定してよいでしょうか。 

 

  □ 福祉給付金の支給停止を解除する。 

  □ 福祉給付金の支給停止を解除しない。 

    （理由                          ) 

  起 案        ･    ･ 

  決 裁        ･    ･     

  処理済        ･    ･ 

  決       裁        欄  担  当 

 

 

 

 

 

 

  



第５号様式（第１２条関係） 

                     福祉給付金の支給停止の解除について 

                                                        年  月  日 

                                様   

 

                                          綾瀬市長        □印  

 

 次のとおり福祉給付金の支給停止の解除について通知します。 

 決 定 内 容         □ 支給停止を解除します。  □ 支給停止を解除しません。 

  氏 名          決定番号   高・障－ 

  支給再開年月             年   月分から再開 

  支 給 額         １か月           円   

  備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第１４条関係） 

                          福祉給付金未支給金請求書 

 

                              年  月  日 

（あて先）綾瀬市長 

                                請求者 住  所  綾瀬市 

                                      電話番号 

                                        (ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ) 

                                        氏    名            ◯印  

 次のとおり、福祉給付金の未支給金の支給を請求します。 

死亡した支給対象者           

  氏 名      

  死亡年月日                   年     月      日 

  続 柄           

他の生計同一者の有無 
  配偶者   子   孫  曾孫  父母  祖父母 

  兄弟姉妹   

  添付書類 

    □ 支給対象者の死亡を証明する書類 

    □ 支給対象との続柄を証明する書類（住民票等） 

    □ 請求者本人の口座振込依頼書 

    □ その他 

 

  ※ 太枠内のみ記入してください。 

 

  処理欄 

 

   次のとおり決定してよいでしょうか。 

   □ 福祉給付金未支給金を支給する。 

   □ 福祉給付金未支給金を支給しない。 

     （理由                        ) 

  起  案        ･      ･ 

  決  裁        ･      ･ 

  処理済        ･      ･            

    決     裁      欄   担 当  

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第１５条関係） 

                    福祉給付金未支給金請求書審査結果通知 

  

                              年  月  日 

                              様 

                                            綾瀬市長          □印  

 

          年  月  日付けで申請のありました福祉給付金未支給金について審査

した結果、次のとおり決定しましたので通知します。 

決 定 内 容        
  □ 福祉給付金未支給金を支給します。 

  □ 福祉給付金未支給金を支給しません。 

死亡した対象者 

  住 所   綾瀬市   

  氏 名  

  未支給金の額                        円（  年 月分から  年 月分まで） 

  支給しない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第８号様式（第１７条関係） 

                       福 祉 給 付 金 現 況 届 

                               年  月  日 

 （あて先）綾瀬市長  

 

                                  届出人 住所  綾瀬市 

                     氏名             ◯印  

 

 次のとおり現況を届け出ます。なお、届出事項の確認のため、市民税・県民税課税

台帳、住民基本台帳及び被保護者台帳を職権で調査されることに同意します。 

 １ 決 定 番 号        高 ・ 障 － 

  ２ 昨年の所得   □ 有        □ 無    

  （所得のある場合には、前年の確定申告の写し又は源泉 

  徴収票を添付して下さい。） 

  ３ 変更の有無 

 

 

  □ 現況に変更はありません。 

  □ 現況に変更がありました。（４の該当する箇所に記 

                入） 

  ４変更事項    

 

 

 (1)氏 名 の 変 更        

 

  新たな氏名（                                   ） 

    変更日    年  月  日 

 

 

 (2)住 所 の 変 更        

 

  新たな住所（ 綾瀬市                            ) 

     変更日    年  月  日 

  (3)生活保護の受給   生活保護受給開始年月（       年  月分から) 

 

 

 (4)公的年金の受給 

 

  公的年金の名称（                               ) 

  公的年金受給開始年月（       年  月分から） 

 

 

 (5)老人ホームの入 

    所 

 老人ホーム名（                  ） 

 入 所 年 月 （           年  月から ） 

 ※ 口座の変更がある場合は、口座振込依頼書を提出してください。 

 

 ※  １、２及び３の欄は必ず記入してください。 



第９号様式（第１７条関係） 

 

                      福 祉 給 付 金  変 更 届 

                              年  月  日 

 

 （あて先）綾瀬市長 

                                届出人 住所 

                                          氏名             ◯印  

 

 次のとおり、現況に変更がありましたので届け出ます。なお、届出事項の確認のた

め、市民税・県民税課税台帳、住民基本台帳、被保護者台帳を職権で調査されること

に同意します。 

  決 定 番 号   高  ・  障 － 

  変 更 内 容 

              

 

            

 

                 

 

                

 

                

 

             

 

 

 

 

  ※ 変更内容はできるだけ具体的に書いてください。 


